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答  申 

審査会の結論 

北九州市長（以下「実施機関」という。）は、本件異議申立ての対象となった行政

文書の不開示情報のうち、別表に記載する部分は開示すべきである。その他の部分を

不開示とした処分は妥当である。 

理  由 

第１ 異議申立てに至る経緯 

 １ 異議申立人は、平成２４年１０月１６日、北九州市情報公開条例（平成１３年

北九州市条例第４２号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、実施機

関に対して次の行政文書の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

「東日本大震災の震災がれきの受け入れをめぐって、「風評被害」を防ぐために

インターネット上の書き込み内容などのチェックを民間事業者に委託している事

業について、事業の概要が分かるすべての資料（例、委託を実施するまでの経緯

の資料、業者との契約資料、業者から報告の上がっている書き込み内容、市施策

への反映状況など）」 

２ 実施機関は、本件請求に係る行政文書（以下「本件行政文書」という。）につ

いて、平成２４年１０月３０日付け北九産風第２１号で、行政文書の一部開示の

決定（以下「本件処分」という。）を行い、異議申立人に通知し、異議申立人は、

行政文書一部開示決定通知書を平成２４年１１月１１日に受領した。 

３ 異議申立人は、平成２４年１１月１６日、本件処分を不服として、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して異議

申立てを行った。 

第２ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 
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   異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消す、との決定を求めるというものであ

る。 

２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が、異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての主たる理由

は、次のように要約される。 

（１）個人・法人等の書き込みはすでにウェブサイト上で公になっている情報であ

る。公になっている情報を北九州市が情報開示することが、なぜ個人・法人の

権利利益を害することにつながるのか。因果関係が不明瞭であり、この部分を

不開示とする対応は理解できない。個人・法人の権利利益を理由とするのであ

れば、最低でも個人・法人名部分を黒塗りにして公開するなどの対応もあった

はずである。 

（２）ウェブサイト上の公開情報を開示することが「犯罪の予防その他公共の安全 

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれにつながる」という理由も同様に因果関係

がはっきりしておらず、不開示の理由として飛躍している。万が一「公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」のであれば、市民の生命や財産、

安全を守るという地方自治体の責務を鑑みた上で、事業を即刻中止すべきであ

る。そもそも公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすリスクをとってまで、取

り組むべきメリットのある事業なのか。大きな疑問が残る。 

（３）契約業者とは高額の随意契約を結んでいる以上、なぜ契約先が当該業者であ

る必要があったのか、市長は明確な理由を説明しなければならない。開示され

た資料では当該業者を特別に選んだ理由が判然とせず、事業の必要性や効果も

分からない。黒塗りでは契約の不透明性を助長するだけである。「事務の性質

上、公にすることにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」

という判断も、具体的にどういう風に事務の遂行に支障がでるのか不明瞭であ

り、承服できない。 

（４）北九州市情報公開条例は第１条で「市民の知る権利を尊重し、行政文書の開

示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項

を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関

し市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の的確な理解と批判の下に

ある公正で民主的な市政の推進に資すること」を目的に掲げている。 
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請求文書は、東日本大震災の被災地からのがれき受け入れに関する内容であ

る。がれき受け入れをめぐっては、激しい反対運動が起きるなど、市民の不安

も根強い。情報が不開示となることで、さらに市民の不安が助長されることも

懸念される。市民の不安をぬぐい、条例の趣旨にうたう「知る権利」に十分に

こたえるためには、公開すべき重要な情報である。 

第３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨 

実施機関が理由説明書及び意見聴取等において主張している内容は、概略次の

とおりである。 

１ 条例第７条第１号該当性 

業者からの報告書に記載されている個人の書き込み者、個人に関する書き込み

内容等は、抽出・分類した中で取り扱うことは想定しておらず、公にすることに

より、個人の権利利益を害するおそれがあり、不開示とすべきであると判断する。 

２ 条例第７条第２号該当性 

業者からの報告書に記載されている法人等の書き込み者、法人等に関する書き

込み内容等は、抽出・分類した中で取り扱うことは想定しておらず、公にするこ

とにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、

不開示とすべきであると判断する。 

また、契約書等に押印した法人の印影は、当該法人が取引に用いる印の印影で

あり、事業を行うものの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるため、不開示とすべきであると判断する。 

３ 条例第７条第４号該当性 

業者からの報告書に記載されている一部の記載内容は、公にすることにより、

犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、不開

示とすべきであると判断する。 

４ 条例第７条第６号該当性 

業者からの報告書の記載内容は、抽出・分類した時点で、市の意思が反映した

ものとして取り扱われ、公にすることにより、本調査業務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるため、不開示とすべきであると判断する。 

また、契約期間、契約の相手方、契約内容に関する記載の一部は、公にするこ

とにより、本調査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示と

すべきであると判断する。 
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第４ 審査会の判断 

１ 本件行政文書の概要等 

（１）本件行政文書は、以下のとおりである。 

「東日本大震災の震災がれきの受け入れをめぐって、「風評被害」を防ぐた

めにインターネット上の書き込み内容などのチェックを民間事業者に委託して

いる事業について、事業の概要が分かるすべての資料（例、委託を実施するま

での経緯の資料、業者との契約資料、業者から報告の上がっている書き込み内

容、市施策への反映状況など）」 

（２）実施機関は、本件行政文書として次の文書を特定している。 

文書１ 記者発表資料関係文書 

   ・ 『風評被害防止対策室』の新設について 

   ・ 風評被害対策部会 

   ・ 東日本大震災に伴う災害廃棄物処理事業予算（案）について 

文書２ 委託契約書 

文書３ 風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約伺い関係文書 

・ 風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約の締結及び経費の支出に 

ついての起案書 

   ・ 支出負担行為伺書（予定） 

   ・ 「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書 

   ・ ウェブサイト調査フロー図 

   ・ ウェブサイト調査の専門業者について 

 ・ 評価の内容と主な観点 

   ・ 各業者からの企画書（見積書を含む。） 

   ・ 指名基準の例外的取扱いについて 

   ・ 地方自治法施行令 

   ・ 北九州市契約規則 

   ・ 北九州市契約規則の運用について 

   ・ 委託契約書（案） 

  ・ 災害廃棄物の処理に関する基本協定書 

   ・ 予定価格調書（案） 

   ・ 随意契約により契約する場合の事前確認表 

文書４ 調査の基本的考え方に関する文書  
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文書５ サイト一覧に関する文書 

文書６ 調査の対応手順に関する文書 

文書７ 注視に関する文書

文書８ 月次報告書 

文書９ 週次報告書 

文書１０ 緊急報告書 

文書１１ 日次報告書 

（３）本件の不開示情報は、次のとおりである。 

    文書２「委託契約書」中、 

ア 法人の印影 

   イ 契約期間 

ウ 受託者の住所、商号又は名称、代表者 

エ 第３条（業務計画書の提出等）第１項及び第２項 

「「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書」のうち、次の項目

の記載内容 

オ ２ 業務概要 

カ ３ 履行期間 

キ ４ 調査対象 

ク ５ 具体的内容 

ケ ６ 全般的注意事項 

コ ７ その他 

文書３「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約伺い関係文書」中、 

「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約の締結及び経費の支出につ 

いての起案書」のうち、次の項目の記載内容 

サ ３ 契約期間 

シ ４ 契約方法の（特命理由及び指名基準の例外的取扱い）の「本件業務委

託は、」の直後から「は本市登録業者ではないため、」の直前までの部分 

   ス ８ 委託先 

「支出負担行為伺書（予定）」のうち、次の項目の記載内容 

セ 契約期間 

ソ 摘要の項の１行目の契約期間及び２行目の全て 

「「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書」のうち、次の項

目の記載内容 

タ ２ 業務概要 
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チ ３ 履行期間 

ツ ４ 調査対象 

テ ５ 具体的内容 

ト ６ 全般的注意事項 

ナ ７ その他 

ニ 「ウェブサイト調査フロー図」のうち、表題を除く全て 

ヌ 「ウェブサイト調査の専門業者について」のうち、表題を除く全て 

ネ 「評価の内容と主な観点」のうち、表題を除く全て 

ノ 「各業者からの企画書（見積書を含む。）」のうち、契約業者の企画書１

枚目表面の業者名、１枚目裏面以降の企画書の内容の全て、見積書中の業者

名、業者の印影、代表者、住所、電話番号、ファックス番号、件名、対策の

内容及び費用の積算根拠、契約に至らなかった業者の企画書（見積書を含

む。）の全て 

「指名基準の例外的取扱いについて」のうち、次の項目の記載内容 

ハ ２ 業務内容 

ヒ ４ 規定に該当する理由 

     「委託契約書（案）」のうち、次の項目の記載内容 

フ ４ 契約期間 

ヘ 受託者の住所、商号又は名称、代表者 

ホ 第３条（業務計画書の提出等）第１項及び第２項 

マ 「予定価格調書（案）」のうち、委託業務名及び合計金額を除く全て 

ミ 文書４「調査の基本的考え方に関する文書」の全て 

ム 文書５「サイト一覧に関する文書」の全て 

メ 文書６「調査の対応手順に関する文書」の全て 

モ 文書７「注視に関する文書」の全て 

ヤ 文書８「月次報告書」の全て 

ユ 文書９「週次報告書」の全て 

ヨ 文書１０「緊急報告書」の全て 

   ン 文書１１「日次報告書」の全て 
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（４）実施機関は、不開示の理由として下記を挙げている。 

（第７条第１号に該当） 

    業者からの報告書に記載されている個人の書き込み者、個人に関する書き込

み内容等は、個人に関する情報であり、公にすることにより、特定の個人を識

別できるため。 

   （第７条第２号に該当） 

    法人の印影、業者からの報告書に記載されている法人等の書き込み者、法人

等に関する書き込み内容等は、法人等に関する情報であり、公にすることによ

り、当該法人等の権利利益を害するおそれがあるため。 

（第７条第４号に該当） 

業者からの報告書に記載されている一部の記載内容は、公にすることにより、

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 

（第７条第６号に該当） 

    契約期間、契約の相手方、契約内容に関する記載に関する記載の一部、及び

業者からの報告書の記載内容は、事務の性質上、公にすることにより、当該事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 

２ 本件事案の争点 

本件異議申立てにおける争点は、次の４点に要約される。 

（１）本件不開示情報が、条例第７条第１号に該当するか否か 

（２）本件不開示情報が、条例第７条第２号に該当するか否か 

（３）本件不開示情報が、条例第７条第４号に該当するか否か 

（４）本件不開示情報が、条例第７条第６号に該当するか否か 

３ 条例第７条第１号、第２号、第４号又は第６号該当性についての判断 

（１）争点に関する条例各号の構造 
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ア 条例第７条第１号の構造 

条例第７条第１号本文は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業

に関する情報を除く。）であって、特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報とし

て規定しており、その例外として開示する情報について、（ア）から（ウ）ま

でを下記のとおり列記している。 

（ア）法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定

されている情報 

（イ）人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報 

（ウ）当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び職

員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等

の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分（これらの部分を公

にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがある

場合にあっては、当該部分を除く。） 

イ 条例第７条第２号の構造 

条例第７条第２号本文は、「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方

公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情

報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの」を不開示情報として規定しており、不開示情報から除かれるも

のについて、同号ただし書で「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」と規定して
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いる。 

ウ 条例第７条第４号の構造 

条例第７条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」を不開示情報

として規定している。 

エ 条例第７条第６号の構造 

条例第７条第６号本文は、「市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報

として規定しており、不開示とする情報の具体的内容として（ア）から（オ）

までを以下のとおり列記している。 

（ア）監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関

し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

（イ）契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の

地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地

位を不当に害するおそれ 

（ウ）調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害す

るおそれ 

（エ）人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす

おそれ 

（オ）市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は

地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 

（２）判断に当たっての留意点 

当審査会が本件不開示情報について上記（１）のアからエまで検討するに

当たり、留意した事項は、以下のとおりである。 

ア 本件調査業務の政策的当否については、当審査会の審査の範囲外であるこ
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と。 

当審査会は、開示決定等に係る処分について行政不服審査法による不服申

立てがあったときに、実施機関からの諮問に応じて、当該不服申立てについ

て調査審議をするものである（条例第２２条第１項）。この場合の調査審議

の範囲は、開示決定等が条例に適合しているかどうかであり、開示決定等の

対象たる業務の政策的当否は、基本的に調査審議の範囲から除かれる。 

イ 判断の基準時は、本件処分がなされた時点であること。 

当審査会の判断の基準時は、本件処分がなされた時点である。すなわち、

当審査会は、本件処分時において、当該処分が条例に適合しているかどうか

を判断することとなる。ところで、本件処分は、本件委託契約の契約期間中

になされている。そのため、契約期間の残りの期間において、本件不開示情

報を公にすると、本件調査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるか

どうかも考慮すべきことになる。 

（３）不開示情報ごとの判断 

以上を前提にして、各情報を検討していくと、以下のとおりとなる。 

なお、以下の検討では、各情報が条例第７条第１号、第２号、第４号又は第６

号の規定に該当するかどうかについて判断し、開示又は不開示の理由の有無につ

いて述べるという形式をとっている。その場合、「不開示とする理由がない。」

という記述は、そこで引用する根拠規定以外の不開示の根拠規定のいずれにも該

当しないという意味を含んでいる。例えば、「当該情報は、条例第７条第１号に

は該当せず、不開示とする理由がない。」という記述の意味は、「当該情報は、

条例第７条第１号には該当せず、また、条例第７条の第１号以外の各号の規定に

も該当しないことから、不開示とする理由がない。」という記述の意味である。

このような記述形式をとっている理由は、次のとおりである。 

① この記述形式でも意味の正確性は保てること。 

② 厳密に正確に記述すると、本答申文がいたずらに複雑になり、その結果、

本答申文の理解を困難にすると考えられること。 

ここで、各不開示情報について、条例第７条第１号、第２号、第４号又は第６

号の該当性について以下で検討するに当たり、実施機関が、不開示の根拠規定の

１つとして主張している条例第７条第４号の該当性について、始めに検討してお

くこととする。 

実施機関は、業者からの報告書に記載されている一部の記載内容は、公にする

ことにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
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があり、不開示とすべきであると主張している。 

当審査会が対象文書を見分したところによると、「月次報告書」、「週次報告

書」、「緊急報告書」及び「日次報告書」の中で、書き込み内容等に関する情報

の中の一部に、特定の個人を攻撃・中傷する内容と受け取られかねない書き込み

があるのを確認した。 

しかし、それらの書き込みの記載内容を公にした場合に、「犯罪の予防その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」とまでは一概には言え

ないと認められるため、上記各報告書の不開示理由としては、条例第７条第４号

の該当を認めることはできない。また、本件行政文書のうち、上記各報告書以外

のいずれの文書についても、不開示理由としては、条例第７条第４号の該当を認

めることはできないことをあらかじめ述べておく。 

   まず、文書２「委託契約書」の不開示情報について検討する。 

ア 法人の印影 

実施機関は、契約書等に押印した法人の印影は、当該法人が取引に用いる

印の印影であり、事業を行うものの権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるため、不開示とすべきであると主張している。 

当該印影は、契約書等に押印された法人の印影であるが、法人の事業活動

上の内部管理情報であり、広く知られているものではない。そのため、この

情報を公にすると、当該法人の権利その他正当な利益を害するおそれがある

と認められるため、条例第７条第２号に該当し、不開示とする理由がある。 

   イ 契約期間 

契約期間については、その始期と終期がそれぞれ記載されている。本件処

分は、平成２４年１０月３０日付けで行われているが、本件委託契約書の契

約期間の始期は本件処分時よりも前であり、当該情報を公にしても、本件処

分時以降の本件調査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られない。したがって、契約期間の始期に係る情報は、条例第７条第６号に

は該当せず、不開示とする理由がない。 

一方、契約期間の終期に係る情報は、本件調査業務がいつまで行われるの

かという情報であり、この情報を公にすると、その終期を意識したウェブサ

イド上の書き込みがなされる可能性を否定できず、それによって、本件調査

業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認められる。したがって、

契約期間の終期に係る情報は、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理

由がある。 
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ウ 受託者の住所、商号又は名称、代表者 

契約の相手方である受託者についての情報を公にすると、ウェブサイト上

で、受託者を対象とした書き込みが大量になされるなどの可能性があり、そ

れによって、本件調査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは

否定できない。したがって、これらの情報は、条例第７条第６号に該当し、

不開示とする理由がある。 

なお、ウェブサイト上で、受託者を対象とした書き込みが大量になされる

などの可能性がある点については、この情報を公にすることにより、当該法

人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第７条第２号の法人情報に該

当し、不開示とする理由があるともいうことができる。 

エ 第３条（業務計画書の提出等）第１項及び第２項 

当該箇所には、本件委託に伴う業務計画書の提出等についての定めが記載

されている。実施機関は不開示としているが、一般に、委託契約においては、

当該委託業務が適正に履行されることを目的として、事前に業務計画書を提

出させ、必要に応じて発注者側から指示を出すことは通常定型的に見られる

ものである。そのため、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由

はない。 

「「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書」のうち、次の項目

の記載内容 

オ ２ 業務概要 

カ ３ 履行期間 

キ ４ 調査対象 

ク ５ 具体的内容 

ケ ６ 全般的注意事項 

コ ７ その他 

「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書は、委託契約書の一部

を構成しており、同仕様書には、本件委託業務の仕様が記載されている。こ

れらの項目のうち、「３ 履行期間」の項目には、その始期と終期が記載さ

れている。上記イで述べたのと同様に、履行期間の始期に係る情報は、条例

第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がないが、履行期間の終期に

係る情報は、公にすると本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが

あると認められるため、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由があ

る。 

しかし、履行期間の終期以外の情報は、一般の委託契約において通常見ら

れる内容ということができ、これらを公にしても、受託者及び履行期間の終
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期が不開示となっている状況の下では、本件調査業務の適正な遂行に支障が

生じるおそれがあるとは認められない。したがって、履行期間の終期以外の

情報は、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がない。 

次に、文書３「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約伺い関係文書」に

ついて検討する。 

「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託契約伺い関係文書」中、「風評被

害防止ウェブサイト調査業務委託契約の締結及び経費の支出についての起案

書」のうち、次の項目の記載内容 

サ ３ 契約期間 

上記イで述べたように、契約期間の始期に係る情報は、条例第７条第６号

には該当せず、不開示とする理由がないが、契約期間の終期に係る情報は、

公にすると本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認めら

れるため、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

シ ４ 契約方法の（特命理由及び指名基準の例外的取扱い）の「本件業務委

託は、」の直後から「は本市登録業者ではないため、」の直前までの部分 

   当該部分には、複数の業者の中から契約の相手方として受託業者を選定し

た理由等が記載されている。実施機関は不開示としているが、受託業者名が

不開示であれば、その他の部分を開示しても本件調査業務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとはいえないと考えられるため、受託業者名以外の

部分については、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がない。 

ス ８ 委託先 

上記ウで述べたように、委託先についての情報は、公にすると本件調査業

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第７条

第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

「支出負担行為伺書（予定）」のうち、次の項目の記載内容 

セ 契約期間 

  上記イで述べたように、契約期間の始期に係る情報は、条例第７条第６号

には該当せず、不開示とする理由がないが、契約期間の終期に係る情報は、

公にすると本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認めら

れるため、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

ソ 摘要の項の１行目の契約期間及び２行目の全て 
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     契約期間については、上記イで述べたように、契約期間の始期に係る情報

は、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がないが、契約期間

の終期に係る情報は、公にすると本件調査業務の適正な遂行に支障が生じる

おそれがあると認められるため、条例第７条第６号に該当し、不開示とする

理由がある。 

また、２行目部分には、費用の積算根拠が記載されている。費用の積算根

拠は、これを公にしても、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるとは認められないため、条例第７条第２号には該当せず、

不開示とする理由がない。 

「「風評被害防止ウェブサイト調査業務委託」仕様書」のうち、次の項

目の記載内容 

タ ２ 業務概要 

チ ３ 履行期間 

ツ ４ 調査対象 

テ ５ 具体的内容 

ト ６ 全般的注意事項 

ナ ７ その他 

上記オからコまでで述べたように、「３ 履行期間」の項目中、履行期間

の始期に係る情報は、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由が

ないが、履行期間の終期に係る情報は、公にすると本件調査業務の適正な遂

行に支障が生じるおそれがあると認められるため、条例第７条第６号に該当

し、不開示とする理由がある。 

しかし、履行期間の終期以外の情報は、一般の委託契約において通常見ら

れる内容ということができ、これらを公にしても、受託者及び履行期間の終

期が不開示となっている状況の下では、本件調査業務の適正な遂行に支障が

生じるおそれがあるとは認められないため、条例第７条第６号には該当せず、

不開示とする理由がない。 

ニ 「ウェブサイト調査フロー図」のうち、表題を除く全て 

  当該文書は、今回のウェブサイト調査業務の一連の流れについて、委託業

者と北九州市の関係をフロー図にまとめたものである。実施機関は、表題以

外を全て不開示としているが、受託業者の記載はなく、公にしても本件調査

業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないため、条例第７

条第６号には該当せず、不開示とする理由がない。 

ヌ 「ウェブサイト調査の専門業者について」のうち、表題を除く全て 
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当該文書は、企画書を提出した複数のウェブサイト調査の専門業者につい

て、受託業者を選定するに当たり、各業者に対する評価の内容について一覧

表にまとめたものである。実施機関は、表題以外を全て不開示としているが、

業者名を不開示にすれば、それ以外の部分を公にしても法人等の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとはいえないため、業者名

以外の部分については、条例第７条第２号には該当せず、不開示とする理由

がない。 

ネ 「評価の内容と主な観点」のうち、表題を除く全て 

当該文書は、企画書を提出したウェブサイト調査の各専門業者について、

受託業者を選定するに当たり、各業者の企画内容を評価する際の観点につい

て一覧表にまとめたものである。実施機関は、表題以外を全て不開示として

いるが、受託業者の記載はなく、公にしても本件調査業務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとはいえないため、条例第７条第６号には該当せず、

不開示とする理由がない。 

ノ 「各業者からの企画書（見積書を含む。）」のうち、契約業者の企画書１

枚目表面の業者名、１枚目裏面以降の企画書の内容の全て、見積書中の業者

名、業者の印影、代表者、住所、電話番号、ファックス番号、件名、対策の

内容及び費用の積算根拠、契約に至らなかった業者の企画書（見積書を含

む。）の全て 

当該文書は、各業者が北九州市に提出した企画書と見積書である。 

     まず、契約業者の企画書と見積書について検討する。 

契約業者の企画書のうち、１枚目表面の業者名は、公になることで、上記

ウで述べたように本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると

認められる。したがって、この情報は、条例第７条第６号に該当し、不開示

とする理由がある。 

また、契約業者の企画書１枚目裏面以降の企画書の内容の全ては、企業の

ノウハウに該当する内容であり、公にすることにより、法人等の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められるため、条

例第７条第２号に該当し、不開示とする理由がある。 

契約業者の見積書のうち、業者名、代表者、住所、電話番号、ファックス

番号及び対策の内容については、公になることで、上記ウで述べたように本

件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認められる。したが

って、これらの情報は、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由があ

る。 

また、契約業者の見積書のうち、業者の印影は、法人の事業活動上の内部
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管理情報であるため、公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるものと認められるため、条例第７条第

２号に該当し、不開示とする理由がある。 

しかし、契約業者の見積書中、業者名、業者の印影、代表者、住所、電話

番号及びファックス番号並びに風評被害対策の具体的な記載部分を除くその

他の部分については、公にしても法人等の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるとはいえないため、条例第７条第２号には該当せ

ず、不開示とする理由がない。 

次に、契約に至らなかった業者の企画書及び見積書についてであるが、実

施機関はいずれも全部不開示としている。これらの情報は、企業のノウハウ

に該当する内容を含んでいるとともに、契約に至らなかったという事実をも

って、競争の敗者という印象を持たれ、公にすると当該業者の社会的評価の

低下を招く可能性を否定できない。したがって、これらの情報は、公にする

ことにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるものと認められるため、条例第７条第２号に該当し、不開示とする理

由がある。 

「指名基準の例外的取扱いについて」のうち、次の項目の記載内容 

ハ ２ 業務内容 

ヒ ４ 規定に該当する理由 

   当該文書は、市が有資格者名簿によらない随意契約の相手方の選定等につ

いて、例外的な取扱いをすることについて記載したものである。実施機関は

「２ 業務内容」及び「４ 規定に該当する理由」を不開示としているが、

これらの部分は、受託業者の記載がないため、公にしても本件調査業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないため、条例第７条第６号

には該当せず、不開示とする理由がない。 

「委託契約書（案）」のうち、次の項目の記載内容 

フ ４ 契約期間 

    上記イで述べたように、契約期間の始期に係る情報は、条例第７条第６号

には該当せず、不開示とする理由がないが、契約期間の終期に係る情報は、

公にすると本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認めら

れるため、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

ヘ 受託者の住所、商号又は名称、代表者 

  上記ウで述べたように、受託者についての情報は、公にすると本件調査業

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第７条
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第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

ホ 第３条（業務計画書の提出等）第１項及び第２項 

  上記エで述べたように、一般に、委託契約においては、当該委託業務が適

正に履行されることを目的として、事前に業務計画書を提出させ、必要に応

じて発注者側から指示を出すことは通常定型的に見られるものであるため、

条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由はない。 

マ 「予定価格調書（案）」のうち、委託業務名及び合計金額を除く全て 

当該文書は、委託契約を締結するに当たり市が作成した予定価格調書であ

る。実施機関は不開示としている。上記イで述べたように、「委託期間」の

始期に係る情報は、条例第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がな

いが、「委託期間」の終期に係る情報は、公にすると本件調査業務の適正な

遂行に支障が生じるおそれがあると認められるため、条例第７条第６号に該

当し、不開示とする理由がある。また、「委託期間」の日数、「１ 人件

費」及び「２ 事務費」の積算部分を除いた他の部分は、開示しても本件調

査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないため、条例第

７条第６号には該当せず、不開示とする理由がない。 

    次に、文書４「調査の基本的考え方に関する文書」、 

文書５「サイト一覧に関する文書」、 

文書６「調査の対応手順に関する文書」、 

文書７「注視に関する文書」について、それぞれ検討する。 

ミ 文書４「調査の基本的考え方に関する文書」の全て 

ム 文書５「サイト一覧に関する文書」の全て 

メ 文書６「調査の対応手順に関する文書」の全て 

モ 文書７「注視に関する文書」の全て 

  これらの文書は、いずれも市の委託業者からの情報提供資料である。実施

機関は、全部不開示としている。 

これらの文書の内容については、市の委託業者の風評被害防止調査に関す

る企業のノウハウに関する情報が含まれており、公にすることにより、法人

等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ

るため、条例第７条第２号に該当し、不開示とする理由がある。 

     なお、これらの情報を公にすると、ウェブサイト上で、調査内容等を意識

した書き込みがなされるなどの可能性があり、本件調査業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあることを否定できないため、これらの情報は、条例
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第７条第６号に該当し、不開示とする理由があるともいうことができる。 

   次に、文書８「月次報告書」について検討する。 

ヤ 文書８「月次報告書」の全て 

  当該文書は、月ごとを単位としたウェブサイトの調査に関する業者からの

報告書である。実施機関は、全部不開示としている。 

これらの情報は、いずれも市の委託業者がインターネット上のウェブサイ

トから抽出・分類した情報であって、その中には特定の個人の氏名のほか、

アカウント（インターネット上の様々なサービスやコンピュータそのものを

使用するための登録名のこと。通常、ＩＤ（名前のようなもの）とパスワー

ド（使用者本人だけにしかわからない暗号のような文字列・数列から成るも

の）で構成される。）、ＵＲＬ（インターネット上にあるページ（記事）の

位置を表す「住所」のようなもの）など、個人に関する情報が含まれている。

当該情報は、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるも

のと認められるため、条例第７条第１号に該当し、不開示とする理由がある。 

加えて、書き込み情報については、ウェブサイト上で公になっていると言

えども、市の委託業者により抽出・分類され、報告書の形でまとめられた時

点で、もはや「公にされている情報」そのままとはいえない状態になってお

り、加工、編集が行われた後の状態であって、その意味からも、公にするこ

とにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められるため、条

例第７条第１号に該当し、不開示とする理由がある。 

また、ウェブサイト上の個人による書き込み内容に関する情報は、市の委

託業者がインターネット上のウェブサイトから抽出・分類した情報であるが、

抽出・分類した時点で、市の意思が反映したものとして取り扱われるため、

公にすることにより、その情報を意識してウェブサイト上に更なる書き込み

がなされる可能性を否定できず、それによって、本件調査業務の適正な遂行

に支障が生じるおそれが認められる。したがって、条例第７条第６号に該当

し、不開示とする理由がある。 

その他に、当該月の動向や今後の見通しと対策について、市の委託業者が

分析した内容があるが、これについても公にすることで、その情報を意識し

てウェブサイト上に更なる書き込みがなされる可能性を否定できず、それに

よって、本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが認められる。し

たがって、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

しかし、報告書のページ番号のほか、表紙に書かれた表題及び日付、報告

書の内容のうち、記載内容の表題、調査件数に関する表の表頭、日付及びサ

イトごとの調査件数やそのグラフは、公にしても本件調査業務の適正な遂行
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に支障が生じるおそれがあるとはいえないため、条例第７条第６号には該当

せず、不開示とする理由がない。 

   次に、文書９「週次報告書」について検討する。 

ユ 文書９「週次報告書」の全て 

      当該文書は、週ごとを単位としたウェブサイトの調査に関する業者からの

報告書である。実施機関は、全部不開示としている。 

これらの情報は、いずれも市の委託業者がインターネット上のウェブサイ

トから抽出・分類した情報であって、その中には特定の個人の氏名のほか、

アカウント、ＵＲＬなど、個人に関する情報が含まれている。当該情報は、

上記ヤで述べたように、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそ

れがあるものと認められるため、条例第７条第１号に該当し、不開示とする

理由がある。 

また、ウェブサイト上の個人による書き込み内容に関する情報は、市の委

託業者がインターネット上のウェブサイトから抽出・分類した情報であるが、

抽出・分類した時点で、市の意思が反映したものとして取り扱われるため、

当該情報は、上記ヤで述べたように、公にすることにより、その情報を意識

してウェブサイト上に更なる書き込みがなされる可能性を否定できず、それ

によって、本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが認められる。

したがって、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

その他に、その週の動向を始めとした市の委託業者の分析結果についての

内容があるが、これについても公にすることで、その情報を意識してウェブ

サイト上に更なる書き込みがなされる可能性を否定できず、それによって、

本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが認められる。したがって、

条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

しかし、報告書のページ番号のほか、表紙に書かれた表題及び日付、報告

書の内容のうち、記載内容の表題、調査件数に関する表の表頭、日付及びサ

イトごとの調査件数やそのグラフは、公にしても本件調査業務の適正な遂行

に支障が生じるおそれがあるとはいえないため、条例第７条第６号には該当

せず、不開示とする理由がない。 

   次に、文書１０「緊急報告書」について検討する。 

ヨ 文書１０「緊急報告書」の全て 

当該文書は、ウェブサイトの調査に関し、緊急報告として提出された業者

からの報告書である。実施機関は、全部不開示としている。 
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その中には特定の個人の氏名のほか、アカウント、ＵＲＬなど、個人に関

する情報が含まれている。当該情報は、上記ヤで述べたように、公にするこ

とにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められるため、条

例第７条第１号に該当し、不開示とする理由がある。 

また、ウェブサイト上の個人による書き込み内容に関する情報は、市の委

託業者がインターネット上のウェブサイトから抽出・分類した情報であるが、

抽出・分類した時点で、市の意思が反映したものとして取り扱われるため、

当該情報は、上記ヤで述べたように、公にすることにより、その情報を意識

してウェブサイト上に更なる書き込みがなされる可能性を否定できず、それ

によって、本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれが認められる。

したがって、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由がある。 

しかし、報告書の表題、概況の表題部分、サイト別調査件数の表の表題と

表の全て、書き込み一覧の表の表題のほか、表頭並びに番号、媒体、日付及

び備考の各欄の記載は、公にしても本件調査業務の適正な遂行に支障が生じ

るおそれがあるとはいえないため、条例第７条第６号には該当せず、不開示

とする理由がない。 

   次に、文書１１「日次報告書」について検討する。 

ン 文書１１「日次報告書」の全て 

当該文書は、一日を単位としたウェブサイトの調査に関する業者からの報

告書である。実施機関は、全部不開示としている。 

これらの情報は、いずれも市の委託業者がインターネット上のウェブサイ

トから抽出・分類した情報である。 

その中には特定の個人の氏名のほか、ＵＲＬ、アカウントなど、個人に関

する情報が含まれている。当該情報は、上記ヤで述べたように、公にするこ

とにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められるため、条

例第７条第１号に該当し、不開示とする理由がある。 

また、法人に関する書き込み内容等に関する情報があり、その中には特定

の法人に関する情報が含まれており、当該情報は、公にすることにより、法

人の権利利益を害するおそれがあると認められるため、条例第７条第２号に

該当し、不開示とする理由がある。 

さらに、ウェブサイト上の個人による書き込み内容等に関する情報があり、

これらの内容は、抽出・分類した時点で、市の意思が反映したものとして取

り扱われるため、当該情報は、上記ヤで述べたように、公にすることにより、

その情報を意識してウェブサイト上に更なる書き込みがなされる可能性を否

定できず、それによって、本件調査業務の適正な遂行に支障が生じるおそれ
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が認められる。したがって、条例第７条第６号に該当し、不開示とする理由

がある。 

しかし、報告書の表題、概況の表題部分、サイト別調査件数の表の表題、

表頭、サイト名及び調査件数、書き込み一覧の表の表題のほか、表頭並びに

番号、媒体及び日付の各欄の記載は、公にしても本件調査業務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないため、当該部分については、条例

第７条第６号には該当せず、不開示とする理由がない。 

したがって、本件不開示情報のうち別表記載の部分については、条例第７条

第１号、第２号、第４号又は第６号のいずれにも該当せず、開示すべきである。 

  ４ 結論 

以上のことから、当審査会は、実施機関の本件処分において不開示とされた情

報について、冒頭の「審査会の結論」のとおり判断した。 

北九州市情報公開審査会 

会     長   中 野 敬 一 

会長職務代理者   髙 木 康 衣 

委     員   五 十 嵐 享 平 

委     員   田 村 奈 々 子 

委     員   中 谷 淳 子 
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別表 

文書名 開示すべき部分 

委託契約書

（文書２） 

１枚目表面 「４ 契約期間」の始期 

１枚目裏面 「第３条第１項及び第２項」の全て 

４枚目表面 「２ 業務概要」の全て、 

「３ 履行期間」の始期、 

「４ 調査対象」の全て、 

「５ 具体的内容」の全て 

４枚目裏面 「６ 全般的注意事項」の全て、 

「７ その他」の全て 

風評被害防止ウェブ

サイト調査業務委託

契約伺い関係文書

（文書３）

１枚目表面 「３ 契約期間」の始期、 

「４ 契約方法」の「（特命理由及び指名基

準の例外的取扱い）」の「本件業務委託

は、」の直後から「は本市登録業者ではない

ため、」の直前までの部分中、業者名を除く

全て 

２枚目表面 「契約期間」の始期、 

「摘要」の１行目の契約期間の始期及び２行

目の全て 

３枚目表面 「２ 業務概要」の全て、 

 「３ 履行期間」の始期、 

 「４ 調査対象」の全て、 

 「５ 具体的内容」の全て 

３枚目裏面 「６ 全般的注意事項」の全て、 

「７ その他」の全て 

４枚目表面 全て 

５枚目表面 業者名を除く全て 

６枚目表面 全て 

２３枚目表面 「件名」、 

「№、品名・仕様、単価、数量、税抜金

額、税込金額」の欄中、７行目の風評被害

対策の右側（ ）内を除く全て 

５８枚目表面 「２ 業務内容」の全て、 

 「４ 規定に該当する理由」の全て 

６９枚目表面 「４ 契約期間」の始期 

６９枚目裏面 「第３条第１項及び第２項」の全て
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 ７３枚目表面 「委託期間」という表題及びその始期、 

「１ 人件費」という表題及びその各内訳

の積算後の金額（積算式を除く。）、 

 「２ 事務費」という表題及びその積算後

の金額（積算式を除く。）、 

「３ 消費税」という表題及びその全て 

月次報告書 

（文書８） 

１枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、 

下部の「ページ番号」 

１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

２枚目表面 冒頭の「表題」の１文字目から１０文字目ま

で、 

「日付」及び「調査件数」の欄の全て、 

「風評被害件数」の欄の表頭のみ、 

下部の「ページ番号」 

２枚目裏面 「業者名」を除く全て 

３枚目表面 「業者名」を除く全て 

３枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

４枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

４枚目裏面 下部の「ページ番号」 

５枚目表面 下部の「ページ番号」 

５枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

６枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（8月）」の表題のみ、 

「１週目 TOPIX」の全て、 

「２週目 TOPIX」の全て、 

「３週目 TOPIX」の表題のみ、 

「４週目 TOPIX」の表題のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんねる

調査件数一覧」の表題及び調査件数の表、 

下部の「調査件数」のグラフ 

週次報告書 

（文書９） 

１枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、下部の「ペ

ージ番号」 

１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

２枚目裏面 下部の「ページ番号」 
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 ３枚目表面 下部の「ページ番号」 

３枚目裏面 下部の「ページ番号」 

４枚目表面 下部の「ページ番号」 

４枚目裏面 下部の「ページ番号」 

５枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

５枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

６枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

６枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

７枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

７枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

８枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

８枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

９枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」 

１０枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（10／22～10／28）」の表

題のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

１１枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、

「風評被害の記述のある件数」の欄の表頭

のみ 

１１枚目裏面 全て 

１３枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、 

下部の「ページ番号」 

１３枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１４枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１４枚目裏面 下部の「ページ番号」 

１５枚目表面 下部の「ページ番号」 

１５枚目裏面 下部の「ページ番号」 

１６枚目表面 下部の「ページ番号」 

１６枚目裏面 下部の「ページ番号」 

１７枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１７枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」
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 １８枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１８枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１９枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

１９枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２０枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２０枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２２枚目表面 上部の「TOPIX（10／15～10／21）」の表 

    題のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

２３枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、

「風評被害の記述のある件数」の欄の表頭

のみ 

２３枚目裏面 全て 

２５枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、 

下部の「ページ番号」 

２５枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２６枚目表面 下部の「ページ番号」 

２６枚目裏面 下部の「ページ番号」 

２７枚目表面 下部の「ページ番号」 

２７枚目裏面 下部の「ページ番号」 

２８枚目表面 下部の「ページ番号」 

２８枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２９枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

２９枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３０枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３０枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３３枚目表面 冒頭の「表題」、 
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 上部の「TOPIX（10／8～10／14）」の表題

のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

３４枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、

「風評被害の記述のある件数」の欄の表頭

のみ 

３４枚目裏面 全て 

３６枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、下部の

「ページ番号」 

３６枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３７枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

３７枚目裏面 下部の「ページ番号」 

３８枚目表面 下部の「ページ番号」 

３８枚目裏面 下部の「ページ番号」 

３９枚目表面 下部の「ページ番号」 

３９枚目裏面 下部の「ページ番号」 

４０枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４０枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４２枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４３枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４４枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（10／1～10／7）」の表題

のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」、 

「ページ番号」 

４５枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、 
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 「風評被害の記述のある件数」の欄の表頭のみ 

４６枚目表面 全て 

４７枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、 

下部の「ページ番号」 

４７枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４８枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

４８枚目裏面 下部の「ページ番号」 

４９枚目表面 下部の「ページ番号」 

４９枚目裏面 下部の「ページ番号」 

５０枚目表面 下部の「ページ番号」 

５０枚目裏面 下部の「ページ番号」 

５１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５２枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５３枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５４枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（9／24～9／30）」の表題

のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

５５枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、

「風評被害件数」の欄の表頭のみ 

５６枚目表面 全て 

５７枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、 

下部の「ページ番号」 

５７枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５８枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

５８枚目裏面 下部の「ページ番号」 

５９枚目表面 下部の「ページ番号」 

５９枚目裏面 下部の「ページ番号」 

６０枚目表面 下部の「ページ番号」 

６０枚目裏面 下部の「ページ番号」 
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 ６１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

６１枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

６２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

６２枚目裏面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

６３枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

６４枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（9／17～9／23）」の表題

のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

６５枚目表面 「日付」及び「調査件数」の欄の記載、

「風評被害件数」の欄の表頭のみ 

６６枚目表面 全て 

６８枚目表面 中央部の「表題」及び「日付」、下部の

「ページ番号」 

６８枚目裏面 下部の「ページ番号」 

６９枚目表面 下部の「ページ番号」 

６９枚目裏面 下部の「ページ番号」 

７０枚目表面 下部の「ページ番号」 

７０枚目裏面 下部の「ページ番号」 

７１枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

７２枚目表面 冒頭の「表題」及び下部の「ページ番号」

７３枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（9／10～9／16）」の表題

のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

７４枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（9／3～9／9）」の表題の

み、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね 
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る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

７５枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（8／27～9／2）」の表題の

み、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

７６枚目表面 冒頭の「表題」、 

上部の「TOPIX（8／20～8／26）」の表

題のみ、 

中央部の「twitter・ブログ・２ちゃんね

る調査件数一覧」の表題、 

「調査件数」の表、 

下部の「調査件数のグラフ」 

緊急報告書 

（文書１０） 

１枚目表面 冒頭の「表題」、 

「概況」の表題のみ 

２枚目表面 冒頭の「表題」、 

「概況」の表題のみ、 

「サイト別調査件数（0～24 時）」の表題と

表の全て、 

「書き込み一覧（0～24 時）」の「表題」及

び「表頭」並びに「番号」、「媒体」、「日

付」及び「備考」の各欄の記載 

３枚目表面 冒頭の「表題」、 

「概況」の表題のみ、 

「サイト別調査件数（0～24 時）の表題と

表の全て、 

「書き込み一覧（0～24 時）」の「表題」及

び「表頭」並びに「番号」、「媒体」、「日

付」及び「備考」の各欄の記載 

４枚目表面 冒頭の「表題」、 

「概況」の表題のみ、 
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「サイト別調査件数（0～24 時）」の表題

と表の全て、 

「書き込み一覧（0～24 時）」の「表題」及

び「表頭」並びに「番号」、「媒体」、「日

付」及び「備考」の各欄の記載 

日次報告書 

（文書１１） 

１枚目表面 冒頭の「表題」、 

「概況」の表題のみ、 

「サイト別調査件数（0～24 時）」の表題、

表頭の調査件数と対象件数、サイト名、調査

件数の欄の記載、 

「書き込み一覧（0～24 時）」の「表題」及

び「表頭」並びに「番号」、「媒体」及び

「日付」の各欄の記載 

１枚目裏面から４枚目表面まで 

冒頭の「表題」並びに「番号」、「媒体」及

び「日付」の各欄の記載 

日次報告書は、各日付ごとに作成されているが、当該

日の１枚目表面の開示すべき部分及び１枚目裏面から当

該日の最後までの開示すべき部分は、それぞれ上記のよ

うになっており、開示すべき部分は、それと同じパター

ンの繰り返しである。 

そこで、５枚目表面以降については、当該日の１枚目

表面の開示すべき部分の表記を「Ａ」、１枚目裏面から

当該日の最後までの開示すべき部分の表記を「Ｂ」とす

る。 

５枚目表面 Ａ 

５枚目裏面から９枚目裏面まで Ｂ 

１０枚目表面 Ａ 

１０枚目裏面から１３枚目裏面まで Ｂ 

１４枚目表面 Ａ 

１４枚目裏面から１８枚目表面まで Ｂ 

１９枚目表面 Ａ 

１９枚目裏面から２３枚目表面まで Ｂ 
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 ２４枚目表面 Ａ 

２４枚目裏面から２６枚目裏面まで Ｂ 

２７枚目表面 Ａ 

２７枚目裏面から３０枚目表面まで Ｂ 

３１枚目表面 Ａ 

３１枚目裏面から３３枚目裏面まで Ｂ 

３４枚目表面 Ａ 

３４枚目裏面から３６枚目表面まで Ｂ 

３７枚目表面 Ａ 

３７枚目裏面から４１枚目裏面まで Ｂ 

４２枚目表面 Ａ 

４２枚目裏面から４６枚目裏面まで Ｂ 

４７枚目表面 Ａ 

４７枚目裏面から４９枚目裏面まで Ｂ 

５０枚目表面 Ａ 

５０枚目裏面から５２枚目表面まで Ｂ 

５３枚目表面 Ａ 

５３枚目裏面から５６枚目裏面まで Ｂ 

５７枚目表面 Ａ 

５７枚目裏面から５９枚目裏面まで Ｂ 

６０枚目表面 Ａ 

６０枚目裏面から６４枚目表面まで Ｂ 

６５枚目表面 Ａ 

６５枚目裏面から６８枚目表面まで Ｂ 

６９枚目表面 Ａ 

６９枚目裏面から７３枚目裏面まで Ｂ 

７４枚目表面 Ａ 

７４枚目裏面から７８枚目裏面まで Ｂ 

７９枚目表面 Ａ 

７９枚目裏面から８３枚目表面まで Ｂ 

８４枚目表面 Ａ 

８４枚目裏面から８８枚目裏面まで Ｂ 

８９枚目表面 Ａ 

８９枚目裏面から９２枚目裏面まで Ｂ 

９３枚目表面 Ａ 
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 ９３枚目裏面から９６枚目裏面まで Ｂ 

９７枚目表面 Ａ 

９７枚目裏面から１０３枚目表面まで Ｂ 

１０４枚目表面 Ａ 

１０４枚目裏面から１０９枚目表面まで Ｂ 

１１０枚目表面 Ａ 

１１０枚目裏面から１１６枚目表面まで Ｂ 

１１７枚目表面 Ａ 

１１７枚目裏面から１２２枚目表面まで Ｂ 

１２３枚目表面 Ａ 

１２３枚目裏面から１２７枚目表面まで Ｂ 

１２８枚目表面 Ａ 

１２８枚目裏面から１３１枚目表面まで Ｂ 

１３２枚目表面 Ａ 

１３２枚目裏面から１３７枚目裏面まで Ｂ 

１３８枚目表面 Ａ 

１３８枚目裏面から１４３枚目裏面まで Ｂ 

１４４枚目表面 Ａ 

１４４枚目裏面から１４９枚目裏面まで Ｂ 

１５０枚目表面 Ａ 

１５０枚目裏面から１５７枚目表面まで Ｂ 

１５８枚目表面 Ａ 

１５８枚目裏面から１６４枚目表面まで Ｂ 

１６５枚目表面 Ａ 

１６５枚目裏面から１７２枚目裏面まで Ｂ 

１７３枚目表面 Ａ 

１７３枚目裏面から１８２枚目裏面まで Ｂ 

１８３枚目表面 Ａ 

１８３枚目裏面から１９０枚目表面まで Ｂ 

１９１枚目表面 Ａ 

１９１枚目裏面から１９７枚目裏面まで Ｂ 

１９８枚目表面 Ａ 

１９８枚目裏面から２０５枚目表面まで Ｂ 

２０６枚目表面 Ａ 

２０６枚目裏面から２１１枚目裏面まで Ｂ 
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 ２１２枚目表面 Ａ 

２１２枚目裏面から２１７枚目表面まで Ｂ 

２１８枚目表面 Ａ 

２１８枚目裏面から２２１枚目表面まで Ｂ 

２２２枚目表面 Ａ 

２２２枚目裏面から２２９枚目表面まで Ｂ 

２３０枚目表面 Ａ 

２３０枚目裏面から２３７枚目表面まで Ｂ 

２３８枚目表面 Ａ 

２３８枚目裏面から２５３枚目裏面まで Ｂ 

２５４枚目表面 Ａ 

２５４枚目裏面から２６４枚目表面まで Ｂ 

２６５枚目表面 Ａ 

２６５枚目裏面から２７３枚目表面まで Ｂ 

２７４枚目表面 Ａ 

２７４枚目裏面から２８０枚目裏面まで Ｂ 

２８１枚目表面 Ａ 

２８１枚目裏面から２８６枚目表面まで Ｂ 

２８７枚目表面 Ａ 

２８７枚目裏面から２９１枚目表面まで Ｂ 

２９２枚目表面 Ａ 

２９２枚目裏面から２９５枚目表面まで Ｂ 

２９６枚目表面 Ａ 

２９６枚目裏面から２９８枚目表面まで Ｂ 

２９９枚目表面 Ａ 

２９９枚目裏面から３１２枚目表面まで Ｂ 

３１３枚目表面 Ａ 

３１３枚目裏面から３１９枚目表面まで Ｂ 

３２０枚目表面 Ａ 

３２０枚目裏面から３２１枚目表面まで Ｂ 

３２２枚目表面 Ａ 

３２２枚目裏面から３２５枚目裏面まで Ｂ 

３２６枚目表面 Ａ 

３２６枚目裏面から３３４枚目表面まで Ｂ 

３３５枚目表面 Ａ 
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 ３３５枚目裏面から３３９枚目裏面まで Ｂ 

３４０枚目表面 Ａ 

３４０枚目裏面から３４３枚目裏面まで Ｂ 

３４４枚目表面 Ａ 

３４４枚目裏面から３４８枚目表面まで Ｂ 

３４９枚目表面 Ａ 

３４９枚目裏面から３５９枚目表面まで Ｂ 

３６０枚目表面 Ａ 

３６０枚目裏面から３６３枚目表面まで Ｂ 

３６４枚目表面 Ａ 

３６４枚目裏面から３６８枚目裏面まで Ｂ 

３６９枚目表面 Ａ 

３６９枚目裏面から３７３枚目表面まで Ｂ 

３７４枚目表面 Ａ 

３７４枚目裏面から３７６枚目裏面まで Ｂ 

３７７枚目表面 Ａ 

３７７枚目裏面から３８８枚目裏面まで Ｂ 

３８９枚目表面 Ａ 

３８９枚目裏面から３９３枚目表面まで Ｂ 

３９４枚目表面 Ａ 

３９４枚目裏面から３９７枚目裏面まで Ｂ 

３９８枚目表面 Ａ 

３９８枚目裏面から４０２枚目裏面まで Ｂ 

４０３枚目表面 Ａ 

４０３枚目裏面から４１３枚目裏面まで Ｂ 

４１４枚目表面 Ａ 

４１４枚目裏面から４１６枚目裏面まで Ｂ 

４１７枚目表面 Ａ 

４１７枚目裏面から４１８枚目裏面まで Ｂ 

４１９枚目表面 Ａ 

４１９枚目裏面から４２３枚目表面まで Ｂ 

４２４枚目表面 Ａ 

４２４枚目裏面から４２７枚目裏面まで Ｂ 

４２８枚目表面 Ａ 

４２８枚目裏面から４３２枚目表面まで Ｂ 


